
第１１号議案  

 

   東京都台東区消費生活に関する条例  

    

上記の議案を提出する。  

 

  平成２８年２月１５日  

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由）  

この案は、区民の消費生活の安定及び向上に関し、区の責務等

を明らかにするとともに、消費者安全法（平成２１年法律第５０

号）の改正に伴い、消費生活センターについて必要な事項を定め

るため提出します。  



東京都台東区消費生活に関する条例 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）

及び消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下「法」とい

う。）の理念に基づき、区民の消費生活の安定及び向上を図り、

その安全を確保するための施策（以下「消費者施策」という。）

を推進するとともに、区民の自立を支援することにより、区民

が安心して安全で豊かな消費生活を営むことのできる地域社会

の実現に資することを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 区民 区内に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の

学校に在学する者をいう。 

(２) 消費者 区民のうち、事業者が供給する商品又はサービ

スを使用し、又は利用して生活する者をいう。 

(３) 事業者 消費者に対して商業、工業、サービス業その他

の事業を行う者をいう。 

(４) 商品 消費者が消費生活を営む上で使用する物をいう。 

(５) サービス 消費者が消費生活を営む上で使用し、又は利

用するもののうち、商品以外のものをいう。 

(６) 消費者団体 消費者の保護又は消費生活の安定及び向上

を目的とする団体をいう。 

（消費生活センターの設置） 



第３条 東京都台東区長（以下「区長」という。）は、第１条の目

的のために、法第１０条の２第１項の規定により東京都台東区

消費生活センター（以下「センター」という。）を設置する。 

２ センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都台東区消費生活センター 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

３ センターの事務及び事業を行う日及び時間は、区長が別に定

める。 

（センターを利用できる者） 

第４条 センターを利用できる者は、区民、事業者及び消費者団

体とする。 

（センターの事務及び事業） 

第５条 センターは、次に掲げる事務及び事業を行う。 

(１) 消費生活相談に関すること。 

(２) 消費生活に必要な情報を収集し、及び区民に対し提供す

ること。 

(３) 消費者に対する啓発活動の推進及び消費生活に関する教

育に関すること。 

(４) 消費者団体に関すること。 

(５) 東京都との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換

すること。 

(６) 消費者安全の確保に関して、関係機関と連絡調整を行う

こと。 

(７) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事務及

び事業 



（センターの情報の管理） 

第６条 センターは、前条各号に掲げる事務及び事業の実施によ

り得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（センターへの職員の配置） 

第７条 区長は、センターに第５条各号に掲げる事務及び事業を

行うために必要な職員を置かなければならない。 

（センターへの消費生活相談員の配置） 

第８条 区長は、センターに区長が別に定める資格を有する消費

生活相談員を置かなければならない。 

（区の責務） 

第９条 東京都台東区（以下「区」という。）は、第１条の目的の

ために効果的な消費者施策を実施するよう努めなければならな

い。 

２ 区は、消費者の自主的かつ合理的な行動を促進するため、消

費者への情報提供、消費者に対する啓発活動及び消費生活に関

する教育の充実に努めなければならない。 

３ 区は、必要に応じて関係機関との連絡及び連携を図るよう努

めなければならない。 

（国等との相互協力） 

第１０条 区は、消費者施策を実施するに当たり、必要に応じて

国、東京都、他の地方公共団体その他の機関に対して、情報の

提供、調査の実施その他の協力を求めなければならない。 

２ 区は、国、東京都又は他の地方公共団体から、消費者施策に

ついて、情報の提供、調査の実施その他の協力を求められたと



きは、これに応ずるよう努めなければならない。 

（国等に対する措置要請） 

第１１条 区長は、消費生活の安定及び向上を図るために必要が

あると認めるときは、国、東京都又は事業者の組織する関係団

体に対し、適切な措置をとるよう要請しなければならない。 

（事業者の責務） 

第１２条 事業者は、商品又はサービスの供給その他の事業活動

を行うに当たり、次に掲げる責務を有し、必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

(１) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保す

ること。 

(２) 消費者に対して、必要な情報を明確かつ平易に提供する

こと。 

(３) 消費者との取引に際して消費者の知識、経験、財産の状

況等に配慮すること。 

(４) 消費者からの苦情に対して、適切かつ迅速に処理するた

めに必要な体制の整備を図るとともに、当該苦情に適切に対

応すること。 

(５) 区が実施する消費者施策に協力すること。 

（消費者の役割） 

第１３条 消費者は、消費生活に関して、自ら進んで必要な知識

を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行

動するよう努めるものとする。 

（委 任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 



付 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


